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不登校等特認校の拡充について 

 

１ 現在の不登校等特認校（令和７年４月～） 

（１）「あおもりし COCOLO プラン」に基づき、油川小学校・油川中学校、新城中央小学校・新城

中学校、堤小学校・浦町中学校の計６校を不登校等特認校に指定し、市内全域から不登校

児童生徒の入学・転入学（転校）を柔軟に受け入れている。 

（２）６校の校内教育支援センターにおいて、 

・個別のプログラムの作成 

・スクールカウンセラーによるカウンセリング、養護教諭による健康相談 

・未来創造学習による各種体験活動 

等による支援を行っている。 

（３）児童生徒一人一人が自己実現を果たせるよう、青森市教育支援センター（適応指導教室）

「フレンドリールームあおいもり」と体験的な活動等を連携して進めている。 

 

２ 不登校等特認校の現状 

〇 令和７年１２月末時点で、小学生１４名、中学生１２名、計２６名が入学・転入学し、各

学校において居場所をつくっている。 

〇 令和７年１１月と１２月に浦町中学校で試行した「給食体験会」に、小学生１３名、中学

生６名、保護者１７名、計３６名が参加したところであり、令和８年１月から全ての不登

校等特認校において実施する予定となっている。 

〇 不登校等により在籍する学校の修学旅行に参加できなかった児童生徒を対象とした修学

旅行を実施することとしている。 

 

３ 不登校等特認校の拡充（令和８年４月～） 

〇 東部地区への新規指定の要望があり、市内全域における不登校児童生徒への支援体制を

さらに強化するため、これまでの６校に加え、新たに造道小学校・造道中学校を不登校等

特認校として指定し、計８校体制とすることとした。 

 

４ 今後における教育委員会の取組 

（１）自宅における１人１台端末を活用した個別のプログラムに基づく在宅学習の一層の充実

を図ること。 

（２）全小・中学校に開設した校内教育支援センターにおける支援の一層の充実を図ること。 

（３）市内８校の小・中学校の不登校等特認校をモデル校として、その取組の成果と課題を検証

していくこと。 

（４）青森市教育支援センター（適応指導教室）「フレンドリールームあおいもり」と各学校と

の連携、交流の一層の推進を図ること。 

（５）不登校児童生徒の保護者の会（通称：みちくさの会）と連携し、教育相談会等の取組の充

実を図ること。 



一人一人の夢・志・挑戦を支援するための特認校（不登校等特認校） 

令和８年４月からは、油川小学校・油川中学校、新城中央小学校・新城中学校、堤小学校・浦町
中学校、造道小学校・造道中学校において、不登校児童生徒等の多様な学びの場を保障する取組
として、市内全域から入学・転入学（転校）できるようにします（特認校）。また、これら８校の校内
教育支援センターでは、学習支援や教育相談のほか、特色のある教育活動として未来創造学習（総
合的な学習の時間）を実施し、児童生徒一人一人が自己実現を果たせるよう、「フレンドリールー
ムあおいもり（青森市教育支援センター）」とも連携をして支援の充実を図ります。 

堤小学校 ・ 浦町中学校 【中部・南部】                
 
○文化芸術体験活動（未来創造学習） 
・演劇鑑賞 
・地域の文化祭に向けた制作活動 
・地域の文化祭での発表 
・地域での対話集会 等 

油川小学校 ・ 油川中学校 【北部】 
 
○奉仕体験・勤労体験活動（未来創造学習） 
・ふるさと海岸、野木和公園清掃 
・地域ねぶた出陣 
・かかし制作  
・調理ボランティア 等 
 

新城中央小学校 ・ 新城中学校 【西部】  
 
○ものづくり体験活動（未来創造学習） 
・折り紙金魚ねぶた制作、配布活動  
・美術館等でのサポーター体験 
・豪華客船お出迎え補助 
・新中フリーマーケット体験 等 

保護者の皆様へ 

造道小学校 ・ 造道中学校 【東部】                
 
○文化芸術体験活動（未来創造学習） 
・ALT との交流活動 
・調理体験 
・生け花体験 
・防災訓練やクリーン作戦 等 

連携 

・ 

交流 

フレンドリールームあおいもり 

（青森市教育支援センター）                
○学習支援、生活支援等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

                

 

 

※日課表は中学校の例 

 

 

 

 

【問い合わせ先 青森市教育委員会事務局】 

就学手続きについて ＴＥＬ ０１７－７１８－１４１４（学務課） 

教育内容について  ＴＥＬ ０１７－７１８－１８６９（指導課） 

 

 

不登校等特認校の特色 

① 在籍等 

特認校の通常の学級または特別支援学級に在籍

し、校内教育支援センターにおいて学習します。

可能な場合には、在籍学級での授業や部活動へ

の参加も可能です。 

② 始業・終業時刻 

始業時刻を遅め、終業時刻を早めに設定します。 

③ 日課表 

下の日課表の通りとなりますが、個別のプログ 

ラムを作成し学習します。 

④ カウンセリング等 

   スクールカウンセラーとのカウンセリングや

養護教諭との健康相談を充実させます。 

  ※保護者との定期的な教育相談も実施します。 

⑤ 特色ある教育活動 

 ＜未来創造学習（総合的な学習の時間）＞ 

 各種体験的な活動等を通して、自己の可能性の

伸長を図ります。 
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たくさんの人のつながりの中で居場所づくり・絆づくりを支援する 

あおもりし COCOLO プラン （イメージ図） 

＜ その他の不登校対策 ＞ 
 
○保護者との教育相談会  

※年５回程度実施 
○美術館鑑賞体験 「あおもり犬に会いに行こう」 

※年２回実施 
○不登校児童生徒への支援に係る情報交換会 

※年１～２回実施 
＜参加団体＞ 

青森県総合学校教育センター教育相談課、あおも
り若者サポートステーション、フリースクール等、
児童発達支援・放課後等デイサービス、青森市役
所福祉部子育て支援課、青森市ＰＴＡ連合会、青
森市小・中学校校長会等 

 

令和９年４月開校に向けて、検討が

進められています。 

青森市では、不登校の児童生徒全ての学びの場を確保し、学びたいと思った時に学べる環境を整えます。 
（１）学校に来られなくてもオンライン等で授業や支援につながることができます。（個別プログラム） 
（２）一人一人のニーズに応じた多様な学びの場を確保します。         （校内教育支援センター等） 
（３）学校に戻りたいと思った時に校内教育支援センターを利用したり、転校したりするなど本人や保 

護者の希望に沿った対応をします。                                 （不登校等特認校など） 
（４）学校に行きたくても行けない不登校の児童生徒を対象に、カウンセリングや学習支援、集団生活 

への適応指導などを行い、学校復帰を目指しています。    （フレンドリールームあおいもり） 

学校には行けるけど自分のクラス

には入れない時や、少し気持ちを

落ち着かせてリラックスしたい時

に利用できる部屋。 

 

 

 

 

 

 

学校に行きたくても行けない不登校の児童生

徒を対象に、カウンセリングや学習支援、集

団生活への適応指導などを行っています。 

（4）平成 8 年 4 ⽉〜 
フレンドリールームあおいもり 

（青森市教育支援センター） 

1 人 1 台端末（オンライン授業

や AI 型ドリル教材等）を活用し

た在宅学習。 

（2）令和 6 年 4 ⽉〜 
校内教育支援センター 

（市内全小・中学校） 

（3）令和 7 年 4 ⽉〜 
不登校等特認校 

個別プログラムを活用しながら校

内教育支援センターにおいて、特色

ある教育活動に取り組みます。 

※市内全域から入学・転入学可能 

 

○油川小学校・油川中学校 

○新城中央小学校・新城中学校 

○堤小学校・浦町中学校 

○造道小学校・造道中学校（R８～） 

計 ８校 

 
（1）令和４年 11 ⽉〜 

個別プログラム 

夜間中学 


